
青森労働局からのお知らせ 

令和６年５月 

令和６年度 働き方改革推進支援助成金のご案内 

働き方改革の推進を目指し、生産性を向上させ、一定の成果目標達成に向けて 

取り組んだ中小企業事業主に対し、その費用の一部を助成します。 

成果目標ごとに次の３つのコースがあり、設備投資等の事業実施計画を作成の 

上、事前の交付申請が必要です。 

 申請の受付は令和６年 11 月 29 日（金）まで（必着）です。 

（なお、支給対象事業主数は国の予算額に制約されるため、11 月 29 日以前に受 

付を締め切る場合があります。） 

 

①業種別課題対応コース（建設業、運送業、病院等） 

②労働時間短縮・年休促進支援コース 

③勤務間インターバル導入コース 

 

【上記①の活用事例】 

 企業の課題 →助成金による取組 →改善の結果 

○建設業 

  積算業務を効率化し、労働時間を削減したい！  

→土木工事積算システムを導入 

 →過去の類似工事との比較が容易になり、より短時間で適正な積算値を算出 

できるようになった。 

 

○運送業 

  運送業務を効率化し、労働時間を削減したい！ 

 →積載量の多いトレーラーを導入 

 →一度で多くの荷物を運べるようになったことで、労働時間が削減された。 

 

○病院等 

  Ｘ線検査に関する業務を効率化し、労働時間を削減したい！ 

 →デジタル画像診断システムを導入 

 →検査の準備や、フィルムの運搬・保管に要する時間が削減されたことにより 

  労働時間が削減された。 

 

詳細は、厚生労働省ホームページをご覧ください。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/index.html 

 

お問い合わせ先：雇用環境・均等室 [電話番号] 017‐734‐6651 

 

 

 



働く女性の母性健康管理、不妊治療を受けやすい環境整備について  

〇 働く妊婦・事業主の皆さまへ 

【働く妊婦の皆さま】 

主治医等から指導があった場合、指導事項を的確に伝えるため、母性健康管理

指導事項連絡カードを書いてもらい、事業主に提出しましょう。 

 

【事業主の皆さま】 

母性健康管理指導事項連絡カードに記載された主治医等の指導に基づき、適切

な措置を講じなければなりません。 

〇 不妊治療と仕事の両立にお悩みの方はご相談ください 

雇用環境・均等室では、不妊治療を受けている方や、これから受けようとして

いる方からのご相談に対応し、不妊治療と仕事の両立を支援するため、ご要望を

踏まえたうえで、事業主に対し、説明や情報提供、環境整備についての働きかけ

などを行っています。 

また、子育てサポート企業を認定する「くるみん認定」にプラスして、不妊治

療と仕事の両立に取り組む企業を「プラス認定」し、取組を推進しています。 

 □ 両立支援等助成金（不妊治療両立支援コース）など中小企業事業主に対する支援 

 □ 制度導入マニュアルなど、啓発資料の配付  

 

お問い合わせ先：雇用環境・均等室 [電話番号] 017‐734‐4211 

 

労働保険の電子申請体験コーナーのご案内 

簡単・スピーディー、いつでもどこでも手続きができる労働保険の電子申請を体験

しませんか？ 

◇申請内容◇ 労働保険関係成立届、労働保険概算保険料・確定保険料申告書、労働

保険年度更新申告書（※年度更新期間中のみ）、その他 

電子申請体験コーナー（要事前予約）を、青森労働局労働保険徴収室に設置してお

ります。 

 

◇ご利用方法◇ お電話で申し込みをお願いします。（受付：平日 9：00～16：30） 

電話 017-734-4145（内線 567 適用係） 

※「電子申請体験コーナー利用希望」とお伝えください。 

 

◇お申し込み・お問い合わせ先◇  

青森労働局総務部 労働保険徴収室 （青森市新町 2 丁目 4－25 合同庁舎 5 階） 

電話 017-734-4145（内線 567 適用係） 

電子申請については、厚生労働省ホームページをご覧ください。 

URL はこちら 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/de

nshi-shinsei.html 

お問い合わせ先：労働保険徴収室 017－734－4145 

 



令和６年度「全国安全週間」が実施されます 

全国安全週間は、昭和３年に初めて実施されて以来、「人命尊重」という基本理念

の下、「産業界での自主的な労働災害防止活動を推進し、広く一般の安全意識の高揚

と安全活動の定着を図ること」を目的に、一度も中断することなく続けられ、今年で

97 回目を迎えます。 

 令和６年度の全国安全週間は、令和６年７月１日から７月７日までを本週間（６月

１日から６月 30 日までを準備期間）とし、 

 

「危険に気付くあなたの目 そして摘み取る危険の芽 みんなで築く職場の安全」 

 

のスローガンの下、展開します。 

この全国安全週間を契機として、それぞれの職場で、労働災害防止の重要性を認識

するとともに安全文化の醸成を図るため、各事業場においては、全国安全週間及び準

備期間中に次の事項について実施されるようお願いします。 

 

① 安全大会等での経営トップによる安全への所信表明を通じた関係者の意思の統

一及び安全意識の高揚を図る。 

② 安全パトロールによる職場の総点検を行う。 

③ 安全旗の掲揚、標語の掲示、講演会等の開催、安全関係資料の配布等のほか、ホ

ームページ等を通じた自社の安全活動等の社会への発信を行う。 

④ 労働者の家族への職場の安全に関する文書の送付、職場見学等の実施による家族

への協力の呼びかけを行う。 

⑤ 緊急時の措置に係る必要な訓練を行う。 

⑥ 「安全の日」の設定のほか、全国安全週間及び準備期間にふさわしい行事を行

う。 

お問い合わせ先：労働基準部健康安全課 TEL 017-734-4113 

 


